
　前回の「風景計画研究・事例報告会」では，従来実像を中心に
策定されてきた風景計画を考えるに当たり，今後は実像と情報を
結び付ける作業が求められることが示され，「ランドスケープリ
テラシー」の必要性が確認された。昨年度の報告会での議論を踏
まえ，今回の報告会における話題提供では，電子機器やインター
ネット・UAV等で獲得し多くの人達が共有する情報と風景の関
係や，八景選定およびガイドラインの作成・合意形成・現場での
情報提供といった見る人への意識づけとそれによってもたらされ
る実像の認識，風景という無体物（有形的存在を有しないもの）
を施策の中でどう取り扱うべきかといった内容が示された。

　今まで作成されてきたシーン景観把握モデルや，眺望景観と囲
繞景観を要素とする考え方は，here と there およびその関係によっ
て構成されている。電子機器やインターネットの普及によってそ
れらは切り分けられずにインターネット上に存在している。実像
がなくとも，情報によって there や眺望景観は獲得され，イメー
ジが形成される。インターネットにおいて here と there は，情
報の受発信行為によって分けられる。there は共有され here は
拡張され，時空間を越えてだれもが環境知覚を共有すると考えて
いる。この基盤となる知覚が sense of globe であり，実証実験
プロジェクトであるサイバーフォレストで人気の高いライブ音配
信では，音に対する書き込みがインターネット上で展開され，
here の延長として全球を身近に感じることができるようになっ
ていると思われる。1872 年に国立公園が，1972 年に世界遺産が
誕生し，2072 年には第三の認証が，想像を超えたインフラ整備
に伴って，アジアや日本から誕生すると期待している。

　UAV（Unmanned Aerial Vehicle：無人航空機）によって，
現存する関連資料が少なく，私有地内にあり立入が困難な松田城
址の 3D モデルを，地表 60～70 ｍ地点から撮影された写真 947
枚による写真測量から作成した。東海自動車道（現在の東名高速
道路）拡幅工事によって欠損された箇所も，当時の等高線図を利
用することで再現することができ，2D 情報よりも地形や建造物
の形状把握が容易になった。こうして作成された松田城址の 3D
モデルは，歴史調査実施に当たっての遺構の位置関係把握などで
有用な資料になる。

　都市近郊の里地里山地域である平塚市吉沢地区における，「八景
の選定」による効果をプロジェクトの段階ごとにみた。応募段階で
は，対象地区の景観を，各々の評価基準で見つめ直す機会が与え
られた。選定段階では，土地利用の異なる４自治会区からそれぞ

れ八景を選定し，全体の一体感を高めさせた。公表段階では，吉
沢地区に対して，地区に対する愛着や評価が高まっていた。これは，
小学校区という狭い範囲で多くの意見を尊重して選定した結果と
考えられ，これにより地区全体の目標像が明らかになったといえる。

　風力発電の設置にあたっては，景観や環境への悪影響が懸念さ
れている。その影響をめぐる事業者と住民・環境保護団体との間
で起こる紛争リスクについて，住民にアンケートを実施したとこ
ろ，風力発電施設に関する知識や情報，環境紛争経験の有無が評
価と関係していることがうかがえた。景観紛争リスクを軽減させ
るためには，立地選定段階での住民への適切な情報提供と合意形
成や，建設・運用段階での市民への便益還元システムの導入など
が考えられる。

　山形県鶴岡市金峯山（名勝指定）では，指定範囲が視点および
その周囲となっており，視対象を守るようにはなっていない。名
勝ではこのような傾向が強く，その理由として，風景・景観は無
体物（有形的存在を有しない）であり，対象を特定できないこと
があげられる。実際には，有体物の「景観地」が指定や計画の対
象になっている。今後，無体物である風景の計画の可能性を検討
していくべきである。

　地形に即した重力灌漑によって支えられてきている国内の稲作
景観において，その中心である幹線水路の歩行により，当地にお
ける自然と人の関わりを理解することが期待される。現在，既に
整備が進められている「水土里の路ウォーキング」での水路の位
置づけと情報提供をみると，水路と受益地の全体像の把握や灌漑
と地形の関係が充分理解できるようにはなっていない。受益地を
網羅するコース設定と，景観を踏まえた情報提供が必要である。

　長崎県長崎市深堀地区では，体制構築期・検討期・策定期を経
て景観ガイドラインが策定された。いずれの時期においても，住
民の理解促進と普及啓発が行われ，策定されたガイドラインも具
体的かつ規範を図示できるようなものとした。公的行為において
はガイドラインが遵守されることが多いものの，私的行為では少
ない。今後は，ガイドライン策定過程での住民の取組や意識の相
違と運用実態を整理し，その結果を踏まえたガイドライン策定と
運用方法の検討が挙げられる。

　風景の共有を図ることが，計画策定（視点場の整備・視対象の
整備・距離や体験など視点と視対象の関係の構築）や，それによっ
て生成された結果としての像においてもまだできているとはいい
がたく，そのためのツールとしてUAVなども考えられる。
 （文責：伊藤　弘）
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